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令和５年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立安中老人福祉センター 

所在地 八尾市安中町８丁目１５番１２号 

所管課 健康福祉部高齢介護課 

 

指定管理者 名 称 社会福祉法人 八尾すずらん福祉会 

代表者 理事長 吉田 隼人 

住 所 大阪府八尾市高砂町一丁目 75番地の 18 

指定期間 平成 31年４月１日 ～ 令和６年３月 31日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

 八尾市立安中老人福祉センターが行う各業務について適正なサービスが提供されている。ま

た、利用者のニーズの把握に努めており、把握した内容を反映させる取り組みが行われている。 

 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

   ・調査対象：センター利用者 

   ・調査時期：令和５年 11月 20日～令和５年 12月 28日 

   ・調査方法：調査時期に来所者へのアンケート用紙を配布・回収による調査 

   ・回答状況：207名から回答 

 ②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

   アンケート回答者の 27％が週３回以上の利用があり、サービスについて、69％が「満足」

あるいは「とても満足」、31％が「普通」と回答。職員の対応について、86％が「満足」あ

るいは「とても満足」、13％が「普通」と回答している。 

 

S 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

 八尾市立安中老人福祉センターの事業運営について概ね提案どおり適正に行われている利用

実績は目標に届かなかったものの増加傾向にはあり、創意工夫を重ね積極的に事業に取り組ん

でおり、公の施設の効用が発揮されている。 A 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 

評価結果 

 

 施設・設備の老朽化が進み修繕費用の増大が懸念されるが、適切な維持管理に努め緊急事態

発生時も含め利用者が安全に利用できる環境に保たれている。また、定期的にコストの推移を

確認し、コスト縮減に取り組んでいる。 S 



４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 

評価結果 

 

 法人として収支計画に基づき健全な施設運営がなされている。また、職員研修を適宜実施し、

公の施設を運営するにあたり不可欠な知識習得に努めており、人材育成に取り組んでいる。 

 

S 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 施設の設置目的や条例・施行規則等に沿った運営管理を行っており、個人情報保護の遵守や

環境への配慮なども、適切な取り組みがなされている。 
S 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 90％ （S） 30 27 

２ 公の施設の効用発揮 81.3％（A） 13.3 10.8 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 97.4％（S） 20 19.5 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 96.2％（S） 23.3 22.4 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 100％（S） 13.3 13.3 

合計 100 93 

 
 

総合評価 S 
【モニタリング内容の総括】  

 安中老人福祉センターの管理運営については、設置目的や条例・施行規則に沿いつつ、協定書等に掲げる各

事項について高い水準にて行われている。 

利用者アンケート結果も良好であり、引き続き、利用者のサービスの向上に努めながら、より効果的・効率

的で適正な施設の管理運営に取り組んでいただきたい。 

 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 

 



ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％

以上）を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 

  


